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短 報

結 核 ・感 染 症 サ ー ベ イ ラ ンス の実施 につ い て

厚生省保健医療局結核難病感染症課

昭和62年1月 よ り,保 健所,都 道府県 ・指定都市 と

厚生省を コンピュー タネ ッ トワークで結 んだ結核 ・感染

症サーベイ ランス事業 が実施 され た(図)。

結核 ・感染症 サーベイラ ンス事業 は,シ ステム構成上,

結核 サーベイラ ンスと感染症サ ーベ イランスに大別 され

る。

(1)結 核のサ ーベ イランス

結核 は,以 前 に比 べ患者数等 は減少 しているが,近 年,

減少率の鈍化,地 域 的偏在,集 団発生 の散発等が み られ,

一方,地 域住民 の生活 圏の拡大 などによる広域的 な対応,

よ り的確,迅 速 な対応が求 め られて いる。そ こで,患 者

発生状況,受 療状況等 の実態を広域的 に把握 し,そ の詳

細 な分析 を行 うことにより,迅 速な予防対 策を講 ず ると

ともに,発 見か ら事後措置な ど,地 域住民 の生活態様 に

応 じた的確な実施を図 ることが重要 とな ってきた。保健

所におけ る結核対策事業 が こうした背景 に適応 して強化

され ることを目的 とし,保 健所 にパ ーソナルコ ンピュー

タを設置 して,的 確かっ,迅 速 に結核情報を把握 し,保

健所管轄区域 を超え た結核予防対策の推進を図 ることが

可能 となった。

保健 所 にお いて は,結 核予 防法第24条 に規定 する結

核登 録票 に よ る登録者(以 下,「 登録者」 とい う)の 識

別情報,登 録 までの状況,登 録時 の症状及 び治療状況,

現在の症 状及 び治療状況,治 療 の経過 と登録除外 の情報

を入 力する。 この際 登録者 のプライバ シーに十分 に配

慮 して登録者 の氏名,住 所等 はオ ンライ ン伝送 しな いこ

表1 中央結核 ・感染症情報 セ ンターにおける出力

新登録者関係の毎月の集計(結 核月報)

1.新 登録患者数―性別,年 齢階級,都 道府県 ・指

定都市 ・政令市別

2.新 登録患者数―登 録時空洞有 無 ・排菌有無,性

別,年 齢階級別

3.新 登 録患者数―登録 時空洞有無 ・排 菌有無,受

療 状況別

4.新 登録 患者数 ―登録時空洞有無 ・排菌有無,都

道府県 ・指定都市 ・政令市別

5.新 登録患者数一登録時空洞有無 ・排菌有無,登

録 区分,化 療内容別

6.活 動性肺結核新登録患者数一発見方法,登 録時

空洞有無 ・排菌有無別

7.新 登録患者数―職業区分別,都 道府県 ・指定都

市 ・政令市別

8,新 登録患者数―登録 時活動 性分類,保 険の種類

等,受 療状況別

9,新 登録患者数―公費負担区分 ・保 険の種類 等別

図 結核 ・感染症サ ーベ イランスにおける情報 の流 れ
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表2 結核サ ーベ イランスの情 報項 目

注:・ 印は コー ドを システムが 自動生成 する項 目,下線 または波線 はそれ ぞれ全部 または一部を地方結核・感染症情報セ ンター及び

中央結核 ・感染症情報セ ンターへ報 告する項 目

表3 結核 ・感染症 サーベイラ ンスの対象疾病および処理区分

注)対 象疾病の欄中 は,従 来の感染 症サーベイ ランスに対する追 加分 を示す 。

と と した(表1)。 従 って,結 核 サ ーベ イ ラ ン スの デ ー

タベ ー ス と して の機 能 は主 と して 保 健 所 にあ るた め,結

核 サ ー ベ イ ラ ンス は分 散 型 デ ー タベ ー ス とい う こ とが で

きる。

情報収集 の周期 は月(対 象 は新登録患者,表2)ま た

は年単位(対 象 は新登録患者,年 末登録者,登 録 除外者)
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である。

(2)感 染症 のサーベ イランス

感染 症 サ ーベ イ ランス事業は昭和56年7月 か ら既 に

実施 されて いるものであ る。 しか し,全 国情報 の収集か

ら還元 まで2週 間 もの 日数 を要 する こと,対 象疾病が麻

しん様疾患,風 しん等 の17疾 患 に限 られて いること等

の欠点 が以前 よ り指摘 されていた。 そこで,今 回の シス

テム改訂 によ って情報収集 の迅速化(情 報収集か ら還元

まで3日 間)を 図 り,情 報収集の周期 は週 また は月単位

とし,対 象疾患 もイ ンフル エンザ等を含めた26疾 患 と

した(表3)。

この よ うに26疾 患 の発生情報 が都道府県 ・指定都市

の衛生主管部局を通 じ地域 の医師会,医 療機関 に迅速 に

還元 され るため,近 隣地 区,隣 接県 ・市等 の広域情報か

ら感染症対策のより的確 な対応が図 られ ることになった。

保 健所 においては,管 内の医療機関定点か ら収集 した

患者発生情報(集 計結果)を 入力す る。都道府県 ・指定

都市または厚生省 は,こ れ らのデータを広域的に収集 し,

集計 を行 うため,感 染症サ ーベ イランスは集中型 デー タ

ベースということがで きる。
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